
手話言語・障害者
コミュニケーション条例について

一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

あいち聴覚障害者センター

令和6年度社会福祉行政機関職員研修

1



守山事件 社会孤立と貧困

中日新聞２００１年９月２７日
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きこえないのはどちら？

聞こえない人は外見で
判断できますか？

黙っていれば、聞こえ
る（健聴者）か聞こえ
ない（ろう者）か、わ
かりません。
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私がきこえない者です

少しでも聞こえない人
について知ってもらえ
るとうれしいです。

外見で障害がわかりま
せんので、聞こえない
ことによる困難を理解
してもらえません。
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聴覚障害の特徴

• 聞こえない

• 聞こえにくい

• 耳からの情報が入りにくい

• 情報が不足したり、偏ったりする

→社会の中で生きていく為に必要な知識が得られにくい

社会常識 マナーの欠如
対人関係・人格形成への影響

「音声が聞こえない障害」だけではない

健聴者に比べ、日本語の習得に時間がかかる

（「言葉」は対人関係づくり必要なツール）
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手話言語の普及及び障害の特性
に応じたコミュニケーション手段の
利用の促進に関する条例

（手話言語・障害者コミュニケーション条例）

平成２８（2016）年１０月１８日施行
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手話言語の普及及び障害の特性に応じたコ
ミュニケーション手段の利用の促進に関す
る条例について

この条例は、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコ
ミュニケーション手段の利用の促進を図り、もって全て
の県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実
現に寄与することを目的として、基本理念を定め、その
下に、県の責務、県民、事業者の役割及び学校等の設置
者の取組を明らかにしています。

（平成28（2016）年10月14日制定）
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条例の概要
〈対象とするコミュニケーション手段〉

○手話、要約筆記、点字、触覚を使った意思疎通、筆談、代筆、
音訳、平易な言葉、代読、実物又は絵図の提示、
重度障害者用意思伝達装置等

〈基本理念〉

１ 障害の有無に分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重
し合うことが重要であるとの認識のもとに普及や利用の促進を行
うこと。

２ 手話が独自の体系を有する言語であり、手話を使い日常生活又は
社会生活を営む者が受け継いできた文化的所産であることを認識
して普及を行うこと。

３ コミュニケーション手段を利用することの重要性を認め、選択の
機会の確保と利用の拡大が図られること。
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１．手話の歴史は、聞こえない人たちが歩んできた
歴史
※ 人権復権の道のりと手話の市民権の獲得の歴史

２．手話は「話しことば」
※ 話し言葉は、伝えたい・聞きたい・伝え合いたい
そんな気持ちから生みだしたことば

※ 向き合うこと、伝え合うことを大切に学んでほしい

３．手話は聞こえない人たちが生み出した知恵と工夫の塊
※ 手話には聞こえない人の思いや体験が隠されている
※ ろう者の手話から学んでほしい

手話言語とは？
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条例制定前の主な動き

2006年 国連が障害者権利条約を採択

手話を言語と承認

2011年 改正障害者基本法が成立

「言語（手話を含む。）」と規定

2013年 障害者差別解消法が成立

2015年 愛知県障害者差別解消推進条例が成立
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条例制定の主な経緯

2014年3月 愛知県議会

「手話言語法（仮称）の

早期制定についての意見書」採択

2016年10月14日 愛知県議会

「手話言語その他の意思疎通のための手
段の普及に関する条例」成立

手話言語と様々なコミュニケーション手段を対象とする
理念条例として制定する
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手話を覚えましょう
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物の形、動きの特徴をとらえて表
現してみましょう

みかん バナナ
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おにぎり カレーライス 寿司
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簡単な手話を覚えてみましょう
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①手話マーク

国外への普及も考え、５本指で「手話」を表
す形を採用し、輪っかで手の動きを表現しま
した。
【対象】ろう者等、手話を必要としている人
【意味】
ろう者等から提示：
「手話で対応をお願いします」
窓口等で掲示：
「手話で対応します」
「手話でコミュニケーションできる人がいま
す」等

②筆談マーク

相互に紙に書くことによるコミュニケーショ
ンを表現しました。
【対象者】筆談を必要としている人

（ろう者等、音声言語障害者、知的障害者、
外国人なども含みます。）
【意味】
当事者から：「筆談で対応をお願いします」
窓口等で ：「筆談で対応します」
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手話等の学習会を開催しませんか

愛知県では、団体や企業の皆さんが、
手話や筆談など聴覚障害者とのコミュ
ニケーション方法についての学習会を
開催される際に、手話講師・筆談講師
等を派遣しています。
◆会社の社内研修として、手話や筆談を
学ぶ研修会を開催し、障害者理解を深
めたい
◆病院に耳の聞こえない方が来院される
ので、適切な対応方法を学びたい
◆大学や専門学校に耳の聞こえない学生
がいるので、支援の方法を学びたい
◆地域の団体やボランティア団体などで、
手話や筆談の学習会を開きたい
愛知県障害福祉課ＨＰ
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sho
gai/syuwakousihaken.html
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コミュニケーションボードのご紹介

愛知県選挙管理委員会では、聴覚障害がある方や話し言葉によるコミュニケー
ションが困難な方が投票所等を訪れた際の、担当とのやりとりを手助けする方
法としてコミュニケーションボートを持ち寄って備え付けています。
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auショップ大手町店の一角に設置され
た手話サポートコーナー

手話が出来る人を置いているところは
下記のようなアナウンスをしています

イトーヨーカドーでは
837人の社員が手話バッ
ジを取得しています

「手話のできる人の可視化」に
向けて、「手話できますバッ
ジ」の普及活動を推進していま
す。
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非常時文字付き警報

聞こえない人にとっては安心

非常ランプ付き

聴覚障害情報
字幕付きテレビ

中部国際空港
セントレア

22



愛知県内の聴覚障害者が

暮らしやすい社会を！
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